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[労働時間比較研究―その１］

うぢｲ重ＤＢ寺二F旨］○つ團屑祭上上車交どミニ○つＦ蜜】是亘ご冨三

一毛白色三便ヨヲ干夛宅○つ-とトー定ブニニイー

伊藤・陽一

はじめに

本稿の課題は、労働時間の国際比較に向けて、第一に、労働時間問題に関わる理論的統

計指標体系を概念s図とともに提起し、第二に、これを前提にしながら、これまでの研究を

サーヴェイして、労働時間の統計比較に関して不十分な点を指摘し、よりすぐれた比較の

計算方式の提示のために必要な作業を指摘すること、である．

労働時間の国際比較は、とくに日本の労働時間が先進国の中で、とびぬけて長いという

状況が変化しないでいることを背景に、労働条件の統計的検討の分野でも最重要の位置に

あり続けている。

この日本の長時間労働は、まず、生活向上を求める労働運動、国民のサイドから問題に

された。さらに、経済強国になった日本に対して、その競争力は長時間労働をテコにして

のものであるとして、諸外国からの批判に対して、政府・資本が何らかの対応を迫られて

いた。労働の側からみれば、日本の長時間労働は、ヨーロッパ・アメリカ、さらには途上

国藷園の時間短縮にブレーキをかける働きを持っている点からも重大である。

1870年代末から、長時間への関心は高まったが、特に1987年９月の労働基準法の時間条

項の改訂（1988年４月実施）に関わって、多様な論議が展開した。ここでは法改訂の内容

とこれがもたらす効果について評価はわかれた。これらの過程で、論議の基礎には、常に

労働時間の国際的統計比較がおかれていた。その後の現在もまた引き続き、国際比較をし

ながら日本の労働時間の実状を把握していくことが必要なことはいうまでもない。その際

に、これまでの労働時間統計の扱いにおいて、まず、国際比較については、各国統計の違

い・資料からする制約もあって、各国資料を十分に吟味して使用しているのかでは、なお

問題点を残し、経常的に比較表を提供していく方式が用意されたとはいえない。この点

は、労働時間統計研究の主要課題のひとつである。さらに、労働時間の長さとその構成と

ともに､,長時間労働をもたらしている構造・要因、また時間短縮の進展をはばむ要因等に
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ついても、統計で追求することが求められてくる。いいかえれば、理論的な要因体系を前

提して、統計指標体系を具体的に用意し、既存統計によって数値を実際に算出していくこ

とが課題の中心部分であり、さらに、労働時間統計の批判と改善案を用意することもさら

なる課題になってこよう。本稿は、これらの問題について、これまでの労働時間統計およ

び統計による国際比較の到達点を確かめ、そこでの成果と残されている問題を、サーヴェ

イすることを狙っている。これらの作業に基づいて、われわれなりの計算を提示すること

は、次稿の課題とする。以下、本稿では、次の点をとりあげる。

Ｉ労働時間関連統計指標の提示

、国際比較をめぐる従来の研究

１予備概念

２週労働時間

３年実労働時間

４法的規定、休日等の比較

、労働時間の国際比較一到達点と課題

１労働時間比較

２法制・休日等

３主要統計資料名列挙

文献リスト

われわれが、本稿でサーヴェイは、重要な文献を見落としているおそれがある。この点

のご指摘をいただければ幸いである。なお、関西経営者協会と中尾氏には、文献入手にお

いて、お世話になったことを感謝したい。
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Ｉ労働時間関連統計指標の提示

(1)ここでは、労働時間問題にかかわる検討を参考にして、一国の労働時間統計が、全体

として把握できることが望ましい指標の体系をかかげる。これは、一方で、労働時間と関

連する生活と経済の諸問題を示し、他方で、現行労働時間統計が、このうちのどれだけを

実際に示しえているかを批判的に検討する手がかりになる。そして、統計研究に対して、

他の資料ないし手段による組み替え代替や推定の可能性を探ること、また、新たな統計調

査の必要を検討するという課題を与える。さらに、政府統計において、推定とか、新たな

調査が不可能な場合、労働組合運動その他、われわれ自身の手による調査の可能性の検討

に及ぶべきものである。国際比較についていえば、比較対象の同一性確保の困難、さらに

相異なる社会の中での当該指標の意義の相違、といった固有の問題もあるのだが、まづは

このような各国統計の吟味の上に、本格的に行いうることになろう。

とはいえ、ここに示す指標は、あくまで、労働時間統計を検討していこうとする出発点

において、暫定的に、仮説的に、設定するものである。時間統計の検討を深めて行くとと

もに、この指標体系は、詳細化され、統計によって把握可能なように、具体化され変更さ

れなければならない。この体系は、理論的からみての必要指標体系といった側面を残して

おり、統計として把握・表現するさいの具体化がされていない領域を広範にふくんでい

る。この具体化には、比率や百分比など、現行統計資料が提供するものの批判的検討と同

時に、適切なものを提起する作業がふくまれるべきものである。

この暫定指標体系で、内容的にめざした点、あるいは今後考慮されるぺき点は、現在の

日本の長時間労働の実情から出発して、第一に、労働時間そのものについて、詳細に把握

すること、第二に、この長時間労働と、賃金および経済・企業活動とを関連づけて把握し

ようとしていること、第三に、長時間労働が勤労者の生活に及ぼす影響をみること、第四

に、長時間労働を支えている原因・構造の把握に進みうること、第五に、1988年にスター

トした改定労働基準法がもたらす点を見ようとすること、労働時間の弾力化が促進される

なかで、統計による事実確認作業自体が、一定の困難をもつ可能性があることをも配慮す

ること、第六に、時間短縮の要求や運動の状況一時間短縮運動をおしすすめる主体やその

意識の問題一とも関連づけて見ようとしていること、筆である。

■

仏
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表１労働時間統計が与えるべき指標

以下の指標は、統計標識として具体化し、さらに関係比率等を想定し、現行統計でどれ

だけカバーしているか、組み替えは可能か、等の検討に及ぶべき出発点のものである。

Ｉ労働時間の実情一労働時間、労働日数一‘

１労働時間

（１）実労働時間数

ａ一日

ｂ週

ｃ月

。年

ｅ生涯

＊労働者雇用形態別、性別、産業別、職種別、企業規模別（事業所規模別）、労働組合有

無別、以上についての労働者分布、ついで企業・事業所分布

（２）所定労働時間数（法定、協約）

（３）所定外労働時間数

（４）特に所定外一①所定外の規制、②割増賃金、③景気変動との対応

（５）交替勤務、深夜労働制度における労働時間

①深夜労働の制限・保護、②交替制度の形態、③割増賃金、

（６）労働時間からもれるもの－通勤時間、サーヴィス残業等一

（７）欠勤、ストライキ・ロックアウト等、

（８）特にパート、短時間労働の出現

（９）労働時間の弾力化、新しい勤務形態

フレックス・タイム、変形労働制の単位期間と制限条件

２労働日数一休日数

（１）実労働日数［所定日数、欠勤日数、休日日数］

（２）特に休日について

①週休一休日２日制の普及（部分、完全）、週休日数

②週休以外の休日［制度と日数、連続休暇制度、連続日数規定］

ａ国民の休日

ｂ年末年始
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ｃ夏期休暇

．その他の休日（会社創立記念:日、メーデー、地方祭、ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｲｰｸ）

(3)有給年次休暇［制度、勤続年数による付与、付与日数、取得日数（消化率）］

(4)特別休暇（生理休暇、産前産後休暇、結婚休暇、出産付き添休暇、忌引き休暇）

（５）病気休暇

（６）教育訓練休暇

（７）臨時休業休暇

（８）長期勤続者特別休暇

（９）欠勤、ストライキ等

以上について、法定、協約、実際、のレヴェルでの把握

３景気変動、賃金、失業等との関連

１１労働時間と関連問題

１生活時間へのしわよせ（特に、通勤）

余暇（自由）時間、スポーツ時間

供働き者へのしわよせ

家事労働時間

２疲労．傷害・健康破壊

３生産性との関係

４雇用量との関係

ワークシェアリング、雇用量の増減と労働費用

５労働時間短縮・余暇＝自由時間拡大に対応する消費の拡大

、日本的長持間労働の背景と理由

１法制①ＩＬＯ条約、勧告等の批准状況、②法律、③協約、

２使用者側の抵抗

要員管理の推移、外部委託．派遣事業依拠

雇用調節機能

生産健

労働費用

３国民各層の就業時間と生活

社会構造．環境一就業時間の長さ、休養●余暇環境の劣悪

■

。

④裁判

面
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労働者一賃金、生活費、とくに所定外給与・賃金の位置

中小企業・下請け・零細企業労働者一賃金と労働時間

零細企業者一所得と就業時間

自営業者一所得と就業時間

４労働運動におけるとりくみ

時間短縮要求、運動、時短についての意識

Ⅳ当面の問題との関連で－労働基準法改定の葱Htと今後一

１改定の狙い

２労働時間の弾力化がもたらすｔｊの

Ｖ時間短縮に向けて

１時間短縮についての労働者意識

２労働運動でのとりあげ

３労働時間法の改定

４時間短縮の方法一休日（週休、有給休暇、その他休日の増加）、週労働時間の減少

一日労働時間の減少

(2)労働時間・休暇・生活時間等の関係一概念図

以上に示した統計指標を念頭において、労働統計を見ていくことになるのだが、さらに

労働時間そのものに関わって、労働時間の幾つかの概念と休暇の関連を理解しておくこと

と、そして特に、労働時間を生活時間の中に位置づけておくことが必要である。従来、労

働時間は孤立させて論じられることが多かった。しかし、これを生活時間（さらには生涯

生活時間）と関連づけることによって、労働時間の長短が、生活に及ぼす影響や意味がよ

りよく把握される。ここでは、近年進展を見ている生活時間研究の成果と連携することが

重要である。

①労衝時間のU氏念種類。ＥＣ文献で説明されている労働時間概念には次のものがある')。

(i）「実労働時間(A:hoursactuallyworked）は、ＩＬＯの決議によれば、次の時間をふ

くむ。ａ・通常労働期間に実際に労働した時間、ｂ・残業時間（割り増し賃金率での支払

いを受けるか否かにかかわらない）、ｃ・仕事場における作業所の準備、用具の修繕．保

持、準備と手入れ、領収書、時間票や報告書の準備のような労働に費やされる時間、ｄ・

仕事が無いため、機械の故障あるいは事故といった理由のために仕事場において、待機に
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費やされた時間、あるいは仕事は行なわれないが、雇用契約の保証の下に支払いがある仕

事場で費やされた時間、ｅ・お茶やコーヒーの休みをふくめての、仕事場での短い休み期

間に対応する時間」。除外するのは「ａ・年次有給休暇、有給の公的休日、有給傷病休暇

のような、仕事はせずに支払いのある時間、ｂ・昼食時間、ｃ･通勤に費やした時間」で

ある。ここでも休日や病気、その他の影響をふくむ特定期間の実労働時間を見る場合と、

休日、病気や業務休止などを除く通常期間の実労働時間を見る場合とがある。

(ii)支払い労働時間(P:hourspaidfor）は、ＥＣの文献によれば、「割引きではなく、

通常の支払いを受けている総ての時間である。働いていないが支払いを受けている時間と

して最も重要なのは、有給年次休暇、有給の病気期間、産休である」。この概念は、フラ

ンス、西ドイツ、オランダで頻繁に用いられている。

(iii）予定労働時間(0:hoursofworkoffered）とは、ＥＣの統計局が定義したもので、国

民の祝日のない通常週の間に労働した時間で、技術的あるいは経済的理由による損失時間

や短時間労働を除く。これは回答者として、個人よりも企業をとりあげるもので、病気や

個人的な休暇のように個人的理由による非労働時間を含んでいる。

(iv)所定労働時間(N:nomnlhoursofwork)。労働協約、仲裁裁定あるいは公的規制など

によって決められた労働時間であり、このように定められていないところでは、ＩＬＯの

勧告が、－日あるいは週あたりの労働時間で、その時間を越えた労働時間に対しては、当

該労働者に関しての事業所の慣習規則の例外として、所定外の割合あるいは形態で支払わ

れる」ものであり、生産労働者と事務労働者の間での所定時間の違い、交替制下の扱い、

休日、有給休暇、病気欠勤の扱い、操短との関係の不明等によって、国際比較は困難、と

■

される。

(v）所定労働時間プラス所定外労働時間(N+Omormalhoursplusovertime)ＥＣの文書で

は、「予定労働時間に近く、技術的、経済的理由での非労働時間を除外しない。これは、

イギリスの化ID'四l2mmgFstzIv層ｖで使用されている」とされている。

(vi)通常労働時間(U:usualhours）。ＥＣの文書では、「世帯調査で、『通常の形での労

働時間』として使用される。通常の週の実労働時間とみなしてよい。一見したところ、こ

れは、企業側からではなしに労働者側からみての実労働時間のようであるが、通常週につ

いてとされているので、所定外が、普通の水準で測定されている点を除けば、『所定労働

時間プラス所定外労働時間』により近い」とされている。

●
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②調査対象期間：一日、週、月、年、生涯．

(i）一日・人間は、労働、休息・余暇、睡眠を中心に、一日を単位とする生活をしている

の。したがって、一日の労働時間が、どれだけあり、それが他の生活時間にどのような影

響を与えているか、言い換えれば、労働者の心身、家族をふくめた生活にどう影響を与え

ているかを見るうえでも、一日の労働時間の長さは基本の問題となる。歴史的にも、労働

運動が、時間短縮をめざす場合、１２時間労働、１０時間労働、８時間労働、さらには７時間

労働要求として、一日の労働時間の規制を最重要としてきた。週休制の拡大の一方で通常

日の一日あたり労働時間が逆に延長される場合、通常日の正常な生活が阻害されることに

なる､週休日数だけの増加への危倶・批判が大きいのはこの故である。この点でさらに、

－日の労働時間については、その時間数のみでなく、労働時間の配置一早朝、深夜、交替

制一が、ノーマルな生活設定との関連で問題にされなければならない。

(ii)週．人々の生活は、－日の次に、週をサイクルとして営まれてきた。また、多くの国

では、賃金の支払いが週単位であることが多く、また労働時間の規制も、一日と並んで、

48時間とか40時間とか、週労働時間について行なわれてきた。週によっては、祝日がある

場合、年末・年始休暇が入る場合、さらに長期休暇にあてられた場合、等がある。これら

休暇のない通常週においての把握、と年間労働時間を週あたりに平均して、週労働時間を

見ていくという二方向が主となろう。

(iii）月・月間日数の違いや月初日の違い等によって、月は、測定や比較の明確な単位に

なるわけではない。しかし、賃金が月単位で支払われたり測定されたりする場合があり、

時間あたり賃金等他の指標との関連で、月労働時間は＿定の意味を持ってこよう。

(iV）年．祝祭日、有給休暇、長期休暇も年を単位として、その中でとられる。したがっ

て、労働時間の長さを、週休や祝祭日、長期休暇等をふくめたものとして、単純に数量と

してではあるが、トータルに把握するには、年単位でみるのが明確であろう。長時間労働

をめぐっての、1980年代の日本における測定論議も、年労働時間を中心においている。

(V）生涯2)・寿命の延長に伴って、老後生活の設計が社会問題となり、生活を生涯を通し

てのレヴェルから、家計支出と賃金や所得、貯蓄等を検討する計算も行なわれるようにな

ってきた○ここでも、生涯労働時間が問題になりうる。労働時間においても、勤続年数が

一定に達した段階で、１年ないし半年の長期休暇を与える制度が広がることが見込まれ、

ここでは、年を超えた生涯レヴェルの計算期間が必要になってくる。とはいえ、生涯労働

時間の測定については、定年時期とその繰り上げ●延長、定年後の労働の有無、そこでの
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短時間労働の有無等、制度的、個人的に変化、相違があり、これを理論的にどう位置づけ

るか、そして、実際に測定することにも、さらなる検討が必要であると考えられる。

③体153．欠勤

休日の種類をどう分類し、どの種類について調査していくのか、という問題がある。日

本における中央労働委員会の『労働時間、休日・休暇調査』は、「所定労働時間」を中心

概念として調べており、休日等の区分を見れば、次のとおりである。

週休 国民の祝日

年末年始（元旦を除く）

メーデー

会社記念日

旧正月

地方祭

生理休暇

産前・産後休暇

結婚休暇

出産付添休暇

転勤休暇

忌引休暇

□

休
日

特定休日

休
暇

その他休日

特別休暇

夏期休暇

年次有給休暇

長期勤続者特別休暇

他方で、労働省の『賃金労働時間制度等総合調査』も、やはり「所定労働時間」を基本

に調査しており、次の区分がとられている。

年Ｆ週休日（日、土、会社指定休日など）
■

iにHIj[蕊酸.灘㈱数

特別有給休暇
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企業の制度からする休暇には、この他に、教育訓練休暇、臨時休業があり、労働者個人

の側から、労働時間に関わるものとして、病気休暇、欠勤、ストライキ等による休み、が

ある。

④生活時間

労働時間が、他の生活時間にどう関わり、生活の豊かさがどの水準にあるのか、という

問題設定は、労働時間問題を考える上で、基本に据えられるべき視角である。生活時間の

区分については、藤本武氏の次の把握がある。「１日の生活時間は、三つの角度からとら

えることができる。１は、労働者の生活維持を中心に考えるもので、収入をうるための時

間と消費生活の時間に分けることができる。２は、労働力の面からみるもので、労働力の

消費過程（労働）と労働力の再生産の時間とに分けることもできる。３は、労働者の自由

と拘束という見地からのもので、労働力を販売して資本の下に拘束をうける時間と、労働

者がその時間を『自由』に処理、使用できる自由時間との別である」３)。原理的には、２

は超歴史的角度から、主として生理学的に、労働力の再生産と消費を基準に区分する見地

であり、１と３は、歴史的角度から、その生活時間が資本に拘束されているか否かを基準

に区分する見地といえよう。１では、資本に限定せずに収入獲得としてとらえられ、３で

は資本という形で資本主義下の労働者を前提している。前者の代表は館山京氏であって、

生活時間を、労働、余暇、休養にわけ、労働の中に、収益、勉学、家事労働を入れる。特

徴は、賃金取得のための労働時間と家事労働時間等が同じカテゴリーにまとめられている

ことである。後者の代表は、藤本武氏（→下山房雄氏）であり、収入生活時間と消費生活

時間に二大分類し、消費生活時間を、生理的生活時間、家事的生活時間、社会的文化的生

活時間に三区分する。下山氏は、労働時間［純勤務、勤務前後、家での勤務、通勤時間（

往復）］と、「自由」時間とに二大分類し、エ場事務所内休憩時間＝昼休み時間、を「自

由」時間にふくめる。氏の区分は、藤本氏のいう３の基準を強くだしたものである。

一般に、生活の内容は、さまざまの側面を持っており、これに応じて様々の角度から見

ることができる。上に見た区分も、どの側面に重きを置いて区分するのかによって違って

いるのであり、生活時間を総合的に見るためには、両視点がありうる。したがって、これ

らの区分を前提した上で、生活時間を複眼的にとらえるべく、両区分を折衷した分類を提

起しようとする試みがあるのである⑪。我々の、労働時間を生活時間に位置づけるという

問題意識からは、歴史的規定を重視した区分をとることになる。図１においての大分類で

は、藤本氏の分類に従ってみた。
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⑤檀合間の関係

労働時間に関する幾つかの主要概念間の関係を、図１に示したが、関係式で示すと次の

とおりである。なお、中尾和彦氏が、各種の労働時間についての説明図を作成しているの

で、これも図２として引用させてもらうs)。

ａ・実労働時間：一日

実労働時間＝［所定労働時間一不就業時間（遅刻、早退、時間内スト等による）］

＋所定外労働時間

ｂ、実労働時間：週、月、年等．

実労働時間＝（［所定労働日一欠勤等］＋休日出勤）ｘ実労働時間

ｃ、支払労働時間：一日

支払働時間＝所定労働時間十所定外労働時間

ｄ･支払労働時間：週、月、年等．

支払労働時間＝（所定労働日十休日内支払労働日十所定外労働日）ｘ支払労働時間

ｅ・休日総数＝週休日＋週休以外の休日

週休以外の休日＝特定休日十特別休暇＋夏期休暇＋年次有給休暇

＋長期勤続者特別休暇

■

労働時間概念説明図図２

所定労働時間

難LL臺壹lFilLiij
欠
勤
（
無
給
）

欠
勤
（
有
給
）

帰
休
・
休
業

特
別
休
暇

就
労
免
除

ス
ト
不
就
業

時間外労働実作業時間

■

亘

支払労働時間

働時間一

）－

￣

一所定労

拘束時間（狭義
一拘束時間（広義）

出所） 中尾和彦（1984）
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労働時間・休暇一生活時間等の関係一概念図

１年３６５日

図１

Ｆ

収
入
生
活
時
間

１
日

型
時
間
内
訳

消
費
生
活
時
間

生涯一生活時間、日数

－１２－

－所定外労働日数所定労働日数

実労働日数 欠勤等

￣￣

●

,■－●●●■－－■－－●●－－●､

休日

支払労働日

実労働時間

所定外労

働時間

休
日
出
動

所定労働時間

所定内実労働時間

休憩時間（昼休み

通勤時間

家での勤務

一一－－－－￣￣￣￣－－￣

家事的生活時間

社会的文化的生活時間

不就業

時間 欠勤

スト

生理的生活時間(睡眠､食事､身回り、休息､医療）

別

暇



１１労働時間の国際比較をめぐる従来の研究

本項では、労働時間の国際比較に関する日本での従来の研究をサーヴェイする．あらか

じめ､､予備概念として、国際比較の際のポイントと研究経過を概観し、次に、週労働時間

と年間実労働時間、その他について、コメントを交えながら到達点を示していく。

1．予備概念

(1)国際比較のポイント

既に、１で説明したことと若干重複するがにおいて、労働時間労働時間の国際比較とい

う作業を考えてみるなら、以下の点について概念・対象を同一のものとし、あるいは検討

するべきことになろう。

①概念にかかわって

(i）労働時間概念。ＩＬＯは、実労働時間(hoursactuallyworked）：所定労働時間内の

実労働時間、時間外労働、作業場所での手持ち時間、または待機時間、作業場所での休憩

時間（お茶の時間を含む）

支払労働時間（hourspaidfor）：ＩＬＯでは、労働時間問題をとりあげた第10回会議

は定義しなかった。これは、休日その他、働かない時間に対する賃金支払いが国によって

大差があるためであった。

ＩＬＯ年報では、実労働時間に、年次有給休暇、有給祝祭日、有給疾病休暇その他を加

えている。

(ii）対象期間をどうとるか

一日、週、月、年、生涯

(iii）対象労働者

勤務形態：常勤、交替制、パート、特殊勤務

対象労働者一雇用形態、性別、年令別、産業、従業先（企業、事業所）規模

特殊労働形態とかかわって、業種・職種

②調査技術から

調査主体：政府、労働組合ほか

調査経路：直接的に世帯ないしは本人を調査するか、事業所を調査するか

－１３－



事業所等の場合の裾切り、台帳は何か

面接か郵送か

調査形態：標本の取り方

調査規模：対象数

③労働時間と労働内容・密度・形態、疲労、賃金との関係での意義

各国事情、経済発展段階、産業構造、社会制度・慣習等の違いの中で労働時間の長短

の意義

(2)全体経過

国際比較といった場合、各国統計がそれぞれ違いをもって作成されてきており、特に国

際比較表ということになれば、薄められ、また十分に比較可能とはいえないレヴェルでの

表を提示することになる。これは各国あるいは国際機関の労働時間統計の不足に由来す

る。これまでの日本での国際比較の文献は、これらの違い－とくに労働時間概念、対象期

間、と対象労働者の違い－という壁につきあたりながら、どのように比較対象を同一化し

て比較可能な表に到達しようとしたのか。

ここ30年間程の日本の文献をふりかえってみると、第一に、国際比較表を与えているＩ

ＬＯの年鑑に依拠するものが多く、各国の原資料もしくは原資料に近いものにあたって比

較対象の同一化に努めるものは少なかった。第二に、統計表に依拠するのではなく、この

分野での比較研究結果に依拠して比較にかえているものがある。第三に、対象期間をみる

と、1970年前後は、週労働時間が中心であったが、1980年代になると年労働時間を中心に

比較するケースが多くなってきている。

どの労働時間種類で把握するのが良いかについてみれば、労働者生活の把握という見地

からは、労働者が実際に働いた時間がまず優先されるべきであろう。支払い労働時間も、

賃金額との関連で、また企業の負担度合いとして、続いてとりあげられる概念だろう。対

象期間について見れば、週単位の把握は、年次休暇や祭日その他があるなかで、年間のう

ちのどの週をとるべきかという困難にぶつかり、これを5３（週）倍しても年間の労働時間

と同じにならないという問題をはらむ。したがって、「年間実労働時間」が、まず、大枠

として追求されるべきであろう。その内容構成として、休暇の状態、平常週の状態等が把

握されて、各種の分析に用いられることになる。上に指摘した、週単位把握から年間時間

での把握への変化は、これについての資料がＥＣで用意されるに至ったという条件が大き
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く働いている。

以下では、週労働時間の比較と、年実労働時間の比較に焦点をあて、週労働時間比較に

ついて調整作業をはじめて行なった佐々木論文と、現在週労働時間比較表を提供している

日本銀行の調整方式をそれぞれを紹介・論評する。さらにここ10年程、活発になった年間

時間比較について幾つの概要を紹介し、そのうちの到達点として、労働省基準局福祉部の

比較、中尾氏による比較等を見よう。その上で、その他の労働時間関連指標について、こ

れまで示された各種の比較表を列挙することにする。
■

２．週労働時間比較

(1)週労働時間を示す各国統計は豊富である。ＩＬＯの助〃etmlbalbDoA等も、週労働時

間を掲載している。したがって、各国の週労働時間をそのまま機械的に列挙することは可

能であり、ある意味では簡単である。しかし、労働時間概念の違いや対象労働者の違いが

あり、そのままでは、使いものにならない。したがって、労働時間統計に関してこの限界

を知っている者は、比較の際に、機械的に各国を列挙したこの表を使いはしない。各国そ

れぞれの時系列変化をみる際に、一定の留保をおいて利用可能ではあるが。

日本において、恒常的に示される週労働時間の比較表としては、労働省の『労働統計年

報』と『労働統計要覧』、日本銀行の『国際比較統計』（『日本を中心とする国際比較統

計』）がある。

このうち、『労働統計年報』は、昭和23年（1948年）版-1950発行一から開始された

が、その1950年版から、国際労働統計のパートが設けられ、そこに「労働時間」として、

週労働時間の表が示されようになり、現在に至っている。1950年版では、カナダ、米国、

フランス、ドイツ、イタリー、英国、オーストラリアについて、空欄をふくむが、1937年

から1950年迄の統計が掲載された。これは、ｍｔｅｍａｔｉ０ｍ１Ｌａ６Ｃｒ比Fje〃を資料源泉に

していた。その後は、オーストラリアにかえて、日本を入れ、この７カ国について、過去

１０年余りの推移を示す表が掲載されている。労働統計年報の比較表においては、比較対象

を同一のものとするための調整を施してはいない。

『労働統計要覧』は、その外国労働経済欄において、週労働時間を掲載している。しか

し、これも「ＩＬＯ労働統計報告による週当たり労働時間」という表題のもので、ＩＬＯ

の年報からの抜粋・列挙である。概念・対象が違うのであるから、比較表というわけには

■
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表２週労ｾﾞﾛ塒間の比較一製造業労働者週あたり労働時間一ILO:HaaIbooAofLabourSZatjSZics

ＴＥＬＬ
⑭

＊この表は、説明部分にある通り、概念・対象労働者等の違いによって、そもそも限界がある。この表の位置

付け、読み方には注意を要するし、比較可能表に向けて加工・再編する出発点の資料としての意味を持つ。

a:実労働時間、ａ，：予定労働時間、ｂ:支払労働時間．ILO:KaalbDoArofLa6CrStat店tics・アジア・太平洋
地域では、台湾なし、タイ-1970年、マレーシア-1979年、それぞれ迄、表章あり、グアムー表章あり。
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労働時間概念対象労働者事業所規模対象期間調査方法接続性原調査名

８月世帯・標本

1０月

実労働時間１５才以上被用老

実労働時間被用者

実労働時間軍隊を除く労働力
１５才以上

実労働時間監督、賃金.１０人以上毎月

俸給取得者、１６才以上

実労働時間・１日常雇・臨時雇？３，９月

事業所、標本MonthlylabourSurvey

郵送
？

２人以上四半期事業所、標本

事業所郵送

パートを含む

雇用者

職員をふくむ

弓支払労働時間

実労働時間

QuarterlyEmploymentSu

vey

実労働時間パート含む１０人以上２，８月全数1977年迄SurveyonWeeklyHours

最終週郵送標本調査andEarnings

支払労働時間監督、賃金・俸給５人以上６月事業所標本SanlpleSurveyofEarningsand

稼得者個人面接ＨｏｕｒｓｏｆＷｏｒｋ

実労働時間雇用者３０人以上毎月、月間事業所、標本

支払労働時間一定収入以下１０人以上1,4,7､10月事業所、標本

全賃金・俸給稼得者郵送

予定労働時間賃金・俸給稼得者10人以上四半期フルの事業所、標本

第１週郵送

実労働時間フルタイム労働者１０月非事業所

ContinuousSurveyofEarn

ngsinIndustryandTrade

Enquetesurlactiviteet

lesconditionsdemploi…

実労働時間賃金・俸給稼得者５０人以上 Indaginesulroccupazioneleretr

butzionidifattoegliorarid

毎月12日をCurrentEmploynlentStProgram

含む週ａｎｄＨｏｕｒｓ

毎月事業所、標本SurveyofEmploymentandPayroll

支払労働時間監督、賃金・俸給全規模

稼得者

支払労働時間全規模

実労働時間全雇用者 全規模

社会化部門

全部門

全数？
●

７

実労働時間・月無給家族従業

者を除く就業者

実労働時間

全数Systemeunifiedurassemblem

entdesdonnees・…

全数Statisticsofemployment,wage
andRalaries

全数・郵送ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＵｓｅｏｆＷｏｒｋｉｎｇ
Ｔｉｍｅ

標本、全数(3,9月）？

実労働時間・月賃金・俸給稼得者社会化・物的

部門

支払労働時間・月社会化部門毎月

ILO:SZatjStjCa／βb”ｃｅｓａｊﾌdAH9thods肋/､２JljbalboDAofLa6ourSt.,助〃ｅｔｍＯｆＬａｂＤ”８t.，

EC-Eurostat:libfkmgIZneSZatiStics
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行かない。要覧は、1981年から84年まで、この他に「週当たり実労働時間（推計値、製造

業、生産労働者）」という表を掲載した。計算は、ＥＣのLaborCostSurveyがとりあ

げている年実労働時間とこれによる延長推計を基本にして、合衆国について、支払い労働

時間からの換算を行なっている。これは、後にふれる年間実労働時間を5２（週）で除し

たものである。この方式の時間統計は、ＩＬＯ労働統計報告による週当たり労働時間より

は、比較表としては、一定の意義を持つものである。しかし、この表は一時期掲載された

だけで終わっている。

日本銀行の『国際比較統計』は、「主要労働指標」の中に、1965年から労働時間を掲載

している。日本と、米国、イギリス、西ドイツ、フランス、イタリアについて、過去10数

年の統計をあげているのである。出発時、日本は月次、イタリアは－日、その他は週の労

働時間、1968年から日本について、月と週の両方を示し、1976年から、日本について週労

働時間のみを掲げるようになった。その後、一日労働時間のみを提供するイタリアの数字

は掲載しないでいる。この日銀の週労働時間表は、ＩＬＯの年報を基礎資料とし、比較対

象を同一のものとするため各国について一定の調整を施している。

以上のように、週労働時間比較においては、ＩＬＯの年報ないしは、釦I1etmを出発

点の資料とし、労働時間概念や対象労働者の違いを克服するための調整を計って比較可能

性を高める努力をしなければならない。これまでの文献のうちでは、早い時期に比較のた

めの努力を払った佐々木氏と、日本銀行の作業がある。この両者については、(2)､(3)で

紹介・論評することにして、その後の経過をみると、この佐々木論文への補足を、労働省

情報解析課が若干行なっている`)。そこでは、労働時間の比較にあたって考えるべき点と

して、大別して４点があげられるる。すなわち、第一、統計技術的要因として労働時間概

念、第二、労働者または事業所の構造的要因、第三、景気変動から生じる問題、例えば時

間外労働の伸縮、操短の発生等、第四、労使関係から生じる問題で、労働争議による損失

の多少、である。このうち、第一点は、佐々木氏がとりあげたとみて、第二点以下をとり

あげた。ここでは、補正の上、改めて比較表が提示されているわけでなく、各点につい

て、各国資料にあたって、数字で例解しているのにとどまり、国際比較の計算が定弍化さ

れてはいない。

その後は、労働時間問題に早くから取り組んでいる藤本武氏が、しばしば、各国週労働

時間の統計を提供している。しかし国際比較は、年間労働時間を対象にするようになり、

そこでの補足として週労働時間が掲げられるようになった。ただし、これらの週労働時間
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比較においては、佐々木論文が行な 表３各国の週所定労働時間(1983-84）
ったような調整が施されているわけ

でなく、週労働時間比較表として、

新たな方式が検討されているわけで

ない．

繰り返しになるが、多くの国際比

較において、１１，年報からの抜粋一

覧表が示される．この表は、時間概

念の各国間の違い等があるので、国

際比較表と見るわけには行かない.

このためにこれまで紹介・検討した

ように、比較表にまで高めようとす

る努力があったのであった。ＩＬＯ

の最近の数字を機械的に一覧したの

十

が、表２である．
ヨーロブパはETUIによる．－部屡本修正

実労働時間の長短を大きく規定しその引用はPaulBIytonoChangeSipWorkingTime’

ているのは、いうまでもなく、法定1985,ｐ､27．ヨーロッパ以外は各国銃叶より．
出所）藤本武(1987)､ｐ､４７

さらに協約上の所定労働時間である。

この点について藤本氏が、ブライトンに主として依拠しながら、表３を示している．

(2)佐々木氏の論文の内容を、作業の概略と結果は中心に見れば次のとおりであった7)．

ａ・佐々木氏は、まず、１１０統計と補足説明をとりあげた場合、国別の違いがある点と

して労働時間概念、調査対象労働者、資料の出所と算定法、調査週、調査対象事業所の産

業と規模、を指摘する。そして、実労働時間、製造業．生産労僅晴のパートをふくむ全

体、を共通の対象にすることをめざして、各国別資料を検討し、修正をほどこして、表４

の国際比較表を作る・佐々木氏は、これら作業とともに有給休暇．休日の国別比較表をか

かげ、これら休暇・休日数には違いがあること、調査対象となっていない週に休日がまと

まってとられるケースがあること、したがって、「日本のようにそれらを全部こみにして

年間月平均週数でわって週労働時間を計算している国と比較するためには、，年間の実労

働時間で比較することができればそれがもっとも望ましいと思われる」という．ここでは

佐々木氏が各国資料をどうとらえ、組み替えをしたかを見よう。
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表４主要国週あたり実労働時間（製造業・生産労働者） (時間）

勵時晴

ヨ本イク

3－４０ａＯＣ

8－３８

資料出所日本：労働省『毎月勤労統計調査』（常雇規模30人以上の事業所）
アメリカ、フランス、イタリア：ILO,statiStica1lbaIboDAおよび各国データ

西ドイツ：連邦労働省AI9beits-ul7dsozjaJszatなtiscbeﾉMittejﾉ[､８ｍ

イギリス：労働省llinistryofLaborGazette,助mJqm巴17ｔ＆BwodUCtj”Zy61azStte

Deparm巴jTtofZhYpﾉCl、巴nt6lazette

注｜ま１３あるが省略。

出所）佐々木せい（1972）

ｂ・（i）合衆国の時間統計は、支払労働時間であるため、1959年、６２年の支払労働時間

に占める有給不就業時間の比率の調査("PlantandPaidleaveHoursinManufacturing

l959andl962,，,jlZfl965,No.4)を、支払労働時間に乗じている。1962年以後に休日数の

増加があるので、実労働時間を高めに計算するといいつつ、「実勢に近い労働時間として

用いることができる」とする。ここでは、対象労働者は、産業は製造業でパートをふくむ

全規模の全労働者である。

（ii)イギリス。４月と10月の２回、性別、成人・年少、女子パート別に実労働時間がだ

されている資料（pbpart"ｅｍｏｆＬａ６｡r6hzette）によって、１０月の通常労働週につい

て、労働者分布ウエイトで、全労務者の時間を計算

（iii）西ドイツ。支払労働時間と実労働時間を事業所規模10人以上について、四半期（

1,4,7,10月）に調査しているA19beitsIm‘SDZ、/statistiscbeA【itteiIungmによ

る。しかし、実労働時間については製造業計の数字がないので、「鉱・エ・建設・エネル

ギー産業」の数字で代える。支払労働時間で、製造業が、これにほぼ対応しているので支
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陣はないと判断する。なお、西ドイツは、パートを調査していないので、この計算では時

間は長めにでているという。

（iv)フランス。労働省調査（｣SnMeUiGl7tau8tJ〃etjmmBITsu1dbStatjStj可uas5bcf

aLsﾉは、予定労働時間であり、事業所の数字であるので、同種の主要な労働者グループに

ついてであり、休暇、欠勤を考慮しておらず、労働時間の短い年少者や女子の時間も反映

されていない。ここで、ＥＥＣの1966年の賃金構造調査の製造業業種別の実労働時間調査の

結果(EEC,Ｌ'肋9eteCbmD『maUta｣〃ｓｕｒｌａＳｔｒｕｃｍｒｌｅｄｂｓ宰ﾉ己立ｅｓｄ'０cto"ｅ1,65）

と、労働省調査とを比較し、その差の業種間単純平均から1.7時間の差をだし、そのうえ

で、実労働時間１：支払い労働時間1.0395を計算。支払労働時間から、この比率を

介して実労働時間を算出している。フランスの労働時間統計は、支払労働時間であり、通

常週であり、しかもバカンス期間をはずした時期であることによって通常週自体でも長め

にでる、ことを指摘している。

（v）イタリア。労働時間は「総実労働時間／人・日」によっているので、これと日本と

比較できるよう、日本について１人平均総実労働時間を１人平均出勤日数で割った一日あ

たり労働時間をだした。ここでもイタリアにおける休暇との差異によって、年間労働時間

でみる場合にはもっと差があるだろう、とする。

（vi)日本については、毎月勤労統計調査における30人以上規模を使用しているが、これ

まで見てきた、欧米諸国の時間統計の差異と対応させるため、休日等込み、有給休暇以外

の休日除外、－日あたり、の三とおりの数字を以て、比較するのである。休日を除外する

ときには、賃金労働時間制度調査の年間休日日数階級別事業所分布のウエイトを利用し

て、平均休日数を算出し、これを365日から引き、週あたりの数字をだしている。

ｃ・氏はさらに、日本の労働時間統計に関して検討している。ここでは、ＩＬＯへの報

告が、労働力調査から毎月勤労統計調査結果に変えるべきとする日本の提案と論拠に注目

し、毎勤が30人以上に限定されている点を指摘して、労働力調査に「それなりの評価が必

要」としている。さらに、日本がＩＬＯに報告する週労働時間は、休日・休暇をふくむ年

の総労働時間から、週平均を算出したものであるのに対して、主要国では、休日・休暇を

除いた通常週の時間であり、国際比較の上で、日本が短かめに出ることも指摘している。

．．以上の調整の結果表（表４）によって、氏は、日本はアメリカ、西ドイツと比べ

て、週でそれぞれ5.6時間、４時間長いこと、イギリス、フランスとではそれぞれ、３．５

時間、２時間長く、イタリアとでは、一日、0.56時間長いことをそれぞれ、指摘し、「年

Ⅱ
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間の休日等を考慮した年間労働時間でみれば、その差はますます拡大されるだろう」とい

ってむすぶ。

ｅ、弱さ・限界。この佐々木論文は、労働時間の国際比較論としては、労働時間比較に

関わる問題の多くに言及した。そして、週労働時間比較に限定してみるならば、原資料に

一定程度あたって比較可能性を見いだす努力をしたものとして、当時のものとしては、優

れたものであった。今日でもＩＬＯの年報が伝えるのは週労働時間であるわけだから、こ

れへの批判的接近のための重要な手がかりの意義を持つといえよう。とはいえ今日の眼で

ふりかえってみるなら、幾つかの限界を持つ。

（i）表に見られるように、比較が同一概念の下の一覧ではなく、三つの違った概念にお

いて比較するものとなっている。（ii)実労働時間を共通項にしようとした点は良いのだ

が、対象労働者が、製造業に統一されなかったこと、さらに、パートを含めた全労働者に

なっている問題がある。ここでは、労働者構成において、パートのウエイトとその労働時

間の違いが、国別に違いがある場合には、比較として弱いものになる。（iii）これら統計

の真実性の批判が弱いことである。例えば、日本の時間統計において、時間外労働時間

が、記録されないといった問題がある。これらは各国についてどうであるか、の問題が残

されている。（iv)作業が、週労働時間そのものの比較に限定されている点で止むをえない

が、われわれの問題意識、長時間労働をめぐる広い問題角度からするなら、関連諸要因と

の連関、とくに長時間労働をもたらしている要因の検討につながる関連指標が必要であっ

た。まず、少なくとも、実労働時間の所定と所定外という内的構成が必要であった。ま

た、製造業に限定されているが、各産業そして事業所規模別にどうであるか、製造業労働

者が、その国の代表とみなしうるか、の問題があり、そして、労働者労働争議との関連、

景気変動との関連指標が必要であり、休日・休暇の比較表が添えられるべきであった。問

題を広げてさらにいうなら、生活時間との関連一通勤時間、長時間ととかかわる賃金問題

等への言及が必要になる。（v）上の(iii）と関わるが、各国資料への立ち入りは徹底して

いないこと、組み替え．あるいは換算が簡単である、という限界を持つ。（vi)そして、国

際比較の算定方法の基準方式として明確に定式化されたわけではない。（vii）上の、（i)，

(ii)の弱さは、氏自身が認識していたことだが、資料的制約によって、年労働時間ではな

しに、週労働時間概念において比較しようとして抱えた困難から来ているといえる。

(3)日本銀行による週労働時間の調整。

ａ、日本銀行調査統計局が『国際比較表』が示している週労働時間の比較表は、表５のと

Ｐ
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表５週労働時間一日本銀行（製造業・生産労働者）

イギリス フランス西ドイツ年 台湾

１
１
８
６
９
５
２
９
２

●
●
●
●
●
●
●
●
●

銘
銘
哩
翅
蛇
蛆
偲
哩
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２
０
８
４
７
３
５
８
８

●
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●
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●
●
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１
０
０
０
０
１
０
０
０

十
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一
十
十
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一
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９
０
１
２
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５
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３
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●

０
０
０
９
８
８
８
８
８

４
４
４
３
３
３
３
３
３

５
４
５
０
０
５
２
５
４

●
●
●
●
●
●
■
●
●

０
２
０
０
１
０
０
０
１

－
一

-0.5

５
５
１
５
１
０
５
２
９

●
●
●
●
●
●
●
●
●

７
７
７
６
６
７
６
６
５

３
３
３
３
３
３
３
３
３

５
０
１
６
１
５
４
４
０

●
●
●
●
●
●
●
●
■

０
０
１
１
１
２
１
０
１

十
一
一
一
十
一
一
一

０
５
０
５
３
３
０

●
Ｃ
Ｏ
●
●
●
●

１
２
１
０
０
０
０

一
一
一
一
一
十

２
９
７

●
●
●

０
０
１

’
一
十

54.3

53.8

54.7

48.7

47.5

48.2

48.2

０
４
５
０

■
●
●
●

１
２
１
０

十
一
十

注）単位：時間／週、前年比％

出所）日本銀行調査統計局『日本経済を中心とする国際比較統計』1988,表6２

おりである。これは、ＩＬＯの年報の週労働時間統計を、比較のために調整したものであ

る。したがって、ＩＬＯ年報から数字を単純に抜粋・列挙した表よりは、日本の労働時間

が長めにでてはいる。

ｂ、その調整方式は以下のとおりである。日銀が比較対象としたのは、製造業・生産労働

者の完全就労週あたり、実労働時間である。

(i）合衆国は、ＩＬＯ統計では、全規模、生産労働者の週支払い労働時間である。そこで

まず、支払い労働時間に、Ab7tb〃La6or｣FWieFの統計から得た比率［実労働時間／支

払い労働時間］を乗じて、実労働時間に換算。これを5２（週）倍して、年実労働時間を算

出し、これを［3６５－１１（87年における年間休日）］で除し、７（日）を乗じて、完全

就労週当たり実労働時間とする。

(ii)イギリスは、ＩＬＯ統計では、全規模、パートタイマーを除く生産労働者の完全就労

週の実労働時間（実際には就業しないが保障絵の対象となる時間を含む）である。これを

そのまま用いる。

(iii）西ドイツは、ＩＬＯ統計では、１０人以上規模、生産労働者、平均週当たり支払い労

働時間である。支払い労働時間に、Statな泣幼esJhhf9bucbから得た比率［実労働時間／

支払い労働時間］を乗じる。但し、この比率は、鉱・エ・建設・エネルギー産業について

のものである。これを、合衆国の場合と同じく［3６５－１０（87年における年間休日）］

で除し、７（日）を乗じて、完全就労週あたり実労働時間とする。

(iv)フランスについては、ＩＬＯ統計は、１０人以上規模、生産労働者の完全就労週当たり

－２３－



実労働時間を伝えており、これはそのまま使用される。

(v）日本は、ＩＬＯ統計では、３０人以上規模の常用労働者の年間平均週あたり実労働時間

である。調整作業として、［規模30人以上の生産労働者の月当たり総実労働時間の年間平

均ｘ（12［年間月数］／52［年間週数］）ｘ（規模５人以上の常用労働者の月当たり

総実労働時間の年間平均／規模30人以上の常用労働者の月当たり総実労働時間の年間平均

）によって、規模５人以上の生産労働者の週当たり実労働時間を算出する。これを完全就

労週当たり、とするために、５２倍し、［3６５－１４（年間休日）］で除し、７（日）を乗

じる。

ｃ・評価。日銀のこの調整・換算方式は、支払い労働時間の実労働時間への換算、全労働

者を生産労働者に調整、さらに規模の調整等において、先にみた佐々木氏が提起した方式

のかなりを受け継いだものであるといえる。とはいえ、資料の制約と調整がとどいていな

い点として、第一に、規模において、日本が５人以上、西ドイツとフランスが10人以上、

その他が全規模、という違いが残り、第二に、実労働時間において若干のズレがあり、第

三に、パートタイムを含んでいる場合とそうでない場合が混在している。さらに、統計の

真実性の吟味がないこと、が大きな問題である。この他に、生産労働者という概念の同一

性はなお吟味が必要かと思う。

そして、そもそも完全就業週の実労働時間においてのみしか、示されておらず、所定内

と所定外の区分がないこと、また週労働時間のこの比較は、労働時間比較においてのごく

一部分をしか、とりあげていないことが反省されるべきである。すなわち、有給休暇日数

とその消化率一すなわち実際有給休暇の違い、その他の休日・休暇の数における差を、一

切捨象している。この比較は完全就業週についてのものであるから、この週の時間を52倍

しても、年間実労働時間になるわけでない。したがって、他方で年間実労働時間を週あた

りにならした単純計算週あたり労働時間比較も同時に示されて良い。

Ｂ

３年実労働時間

(1)経過。1980年代には、年労働時間比較を中心にする論文が多くみられるようになる。

日本の長時間労働が内外で問題化し、とくに労働基準法改訂をめぐって論議が盛んになる

中で、統計も多く示されるようになった。すなわち、労働省労働基準局賃金福祉部(1984）

が、1981年について特に、ＥＣのLaborCbstsに依拠して、かなり網羅的な独自推計を
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し、その計算方式を提示した。労働省は『海外労働白書』その他において、その後の年に

ついて、この方式による推定値を発表している。これを受けて、中尾氏(1984)がより広

く、比較方法を論じ、さらに補足的な表を提出する。氏はその後、折々に労働時間比較を

論じ、比較表を提出している［中尾(1985,86,88a,88b)]･片や、関西経営者協会の松原氏

(1985)が、労働省方式に対して批判的な注釈を加え、若干の試算を示す。この間、藤本氏

が精力的に各種の労働時間関連表を収集し、発表した。８５年に中村氏(1985)が、1982年に

ついて、国際比較を行なっているが、氏は、賃金福祉部に所属しており、同じ方法によっ

ている。松尾氏は、ＥＣのm0ZpJqm巴/７ｔａﾉﾌdLbeHZplqmej7tと」;bﾉﾌﾞth〃Ｌａｂｏｒ比”e〃によっ

て比較表を与え、さらに、各種文献からの引用・合成のうえ、製造業産業別の年実労働時

間の比較表を作成している。労働基準法研究会(1985,1987）岡部氏(1985)、谷口氏(1986）

も１９８３年の比較数字を示しているが、これは労働省賃金福祉部推計によっている。鈴木

氏(1987)は、国際比較の方法論的諸問題を扱っているが、独自の推計なり比較表を与えて

■

いるわけでない。

この中で、国際比較の方式を方法論的に検討しつつ比較表を与えているものとして注目

しておくべきものは、第一に、労働省賃金福祉部企画課のものであり、中村氏、谷口氏も

つまりは、同じ所属である。第二に、松原氏であり、第三に、中尾氏の一連の作業、第四

に、藤本氏の一連の作業、であろう。以下、これらを順次、紹介し、コメントする。

(2)労働基準部賃金福祉部推計方式3）

この計算では、年間実労働時間、週所定労働時間、週休日以外の休日、年次有給休暇、

欠勤、制度面からみた年間所定内労働時間、についての比較表を掲げ、さらにパートタイ

ム労働者が平均労働時間に及ぼす影響、マルチジョブホルダーが労働時間に及ぼす影響、

をとりあげている。

ａ・年間実労働時間結果表は、表６の中の労働省の数字である。行論の便宜のために、

表６は、労働省数値以外をも一覧したものとなっている。この総労働時間は、別な表にお

ける所定内および所定外労働時間への分割とともに示された。この作業は次のように行な

われた。

日本：毎月勤労統計調査(1982)を資料にして、規模５人以上・常用労働者・全産業・

月間総実労働時間ｘ（規模30人以上・生産労働者・月間／30人以上・常用労働者・全産

業・月間）ｘｌ２

や
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年実労働時間国際比較表（製造業・生産労働者）表６

－勺

『

①２１４６

①’２１８

③２１４６

gDa214G

蕊篭蕊EC-La6DrCbst

①．①，労働省労働基準局(1984)、①’は、パート労働者除外調整後の数字

②中村建策(1985)、③松尾邦之(1985)、④労働省、『世界労働白書』（④a:62年版、④b:63年版）

合衆国：Ｅ】mpJcMmemam図mTmgs(1982）を資料にして、（全規模・生産・週支払い労

働時間）Ｘ［労働費用調査(1977)-/MmdD００k㎡Labor･SZatなtjbsd980）によって、１９

８１年の、支払い時間あたり就業絵（7.28$)／実労働時間あたり就業給(1977-5.81$)］ｘ５２

ヨーロッパ諸国については、ＥＣ統計局が３年おきに行なっているLa6orCbst｣SilrvEK)′

を主たる依拠資料にしている。これは、１０人以上の生産労働者の年間実労働時間を調べて

－２６－

年

1975

1978

1981

ﾌﾙﾀｲﾑ

1982

1983

1984

1985

日本 西ドイツ フランス イギリス イタリア 合衆国

③２０４３

④ａ２０４３

職溌議鍵

1678

1678

蕊議;;澱3醗蕊蕊

1830

1830

蕊蕊麹溌灘溌

1923

1929

蕊瓢瓢８

1518

:〃;q：

1888

1881

③２１３７

④ａ２１３７

蕊蕊灘灘蕊蕊

1719

1719

蕊灘j7iiiIZl蕊震

1772

1772

蕊蕊懇蕊i蕊議

1955

1955

蕊鍵蛎趣き蕊蕊

1642

1920

1924

６
３
６
６

４
８
４
４

１
１
１
１

２
２
２
２

９

①
①
③
⑨

蕊蕊迩鑓議鍵

'698

1719

1656

1656

蕊議fli蝋i蕊議

1742

1759

1717

1717

欝議灘蕊`蕊議

1888

1945

1910

1911

:蕊議鎚蕊議議

1633

1898

1940

1888

1898

②２１３６ 1682 1707 1898 1851

④２１５２ 1631 1657 1938 1622 1898

④ａ２１６４

④ｂ２１７９

i蕊蕊f職i議蕊

1671

1671

蕊；蕊115種灘欝

1647

1647

i蕊蕊:蕊蕊蕊蕊

1947

蕊議i鐵蟻露鑿

1712 1934

④ｂ２１６８ 1659 1643 1952 1924



いる。調査が行なわれた年については、調査結果そのものを用いることにして、調査のな

い中間年については、各国の労働時間概念に基づいて経常的に提供されている週労働時間

の、ＥＣの調査のあった年（基準年）と当該年（比較年）の比率をとり、基準年の年間実労

働時間に乗じる形をとっている。

西ドイツ：βm7dbSarbeitS6mttによって、生産労働者の週間支払労働時間において、

比較年／基準年の比を算出し、乗じる。

フランス：助〃etimM9jTsUeノ。巴sStatiStjmesdh/Znaunaiノによって、規模10人以上

の生産労働者の週間予定時間において、比較年／基準年の比を算出し、乗じる。

イギリス：ZIEpJclmmt6M2zetleによって、規模10人以上の男子生産労働者の週平均実

労働時間において、基準年／基準年の比を算出し、乗じる。

ｂ・年間実労働時間の内訳けとしての所定労働時間と所定外労働時間の構成については、

週所定労働時間を各国資料によって把握し、これを52倍して、年所定労働時間を算出し、

総時間から減じて、所定外労働時間とする。日本については、３０人以上時間（制度調査）

ｘ３０人以上比率（就構）＋１０～29人時間（小規模企業労働条件）ｘ比率（就構）、ヨー

ロッパ諸国については、西ドイツは上記資料、フランスーEbojmmeetStat心ti9zjeア

メリカー分布から加重平均（CharacteristicsofMajorCollectiveBargainingAgree-

ments)で算出された。

ｃ・パート労働者とマルチジョブホルダーの影響除去の方法

ｉ・パートタイム労働者比率、パート労働者のフルタイム労働者対比週所定内実労働時

間比率、を用いて推計。具体的方法は、表７のとおりである。

ｉｉ・マルチジョブホルダー：合衆国について推計．結果的に影響は大きくないとみる。

具体的方法は、表８のとおりである。

ｄ、基準部計算方式の弱点

ここでの年間実労働時間の算定について見れば、第一に、この方法は、ＥＣのＬａ６ＤＦ

Ｃｂｓｚに依拠している。この調査自体の問題点に入る前に、この調査は、ＥＣ諸国のみを対

象にしており、ほぼ３年おきなので、この調査によって直接数値が得られない場合が問題

になる。すなわち、ＥＣ以外の日本、アメリカとの比較基準の同一性、それから調査の中間

年の推定である。合衆国と日本に関しては、規模においてECが10人以上であるのに対し

て、日本５人以上、アメリカ全規模という違いがある。さらに、肉体労働者という表章

は、日本にはない。中間年に関しては、他の時間概念あるいは賃金によって基準年と比較
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表７パートタイム労Hb署の労樋時１１１１の影響（製造業、原則として1981年）

４位： 西ドイツフランスイギリスアメリカ

出所）労働省労働基準局(1984)､ｐ､２４

表８マルチ・ジョブ・ホルダーの労働時間の影響

（合衆国、非農林業、．原則として1981年）年との比率をだして、乗じて

いる．しかし、ＥＣ諸国自体に

おいて推定値と実績値がかな

り違うことが、さきの表６に

よって示されている．この比

率が、実労働時間の年次変化

に対応するも゛のではないとい

う問題をはらむ．

第二に、La6DrCbsc調査

自体はどうなのか．ここで、

この調査について概略を見る

と次のとおりである．

ア．まず、調査方法は、ＥＣ統

計局が発表、メンバー国にお

いて各国機関を通じて実施、

①全雇用者蟹

地率(CD/U)×IOC

の全雇用者｡

のロ２二号

⑧，全屈用者の年llIl縫夢

冊Ｚ且’

の変化(③－⑥

出所）労働省労働基準`局(1984)､ｐ,２４

－２８－

項目 単位 日本 西ドイツ フランス イギリス アメリカ

①全労働者数
(フルタイム労働者＋パートタイム労1KＩＩ巻）

②パートタイム労働者数

③パートタイム労働者比率(②/①×100）

④全労働者の週所定内実労働時間

⑤パートタイム労働者の週所定内実労働時間．

⑥フルタイム労働者の週所定内実労働時間

⑦パートタイム労働者の影靭係数(⑤/④）

⑧I総ﾌﾟ裳'3霧の雫'劇所定内労働噂卿
⑨フルタイム労働者の年間総実労働時間
(⑨＋(第１妄)〕

、0全労働者の年間総実労働時間(第１表）

⑩パートタイム労働者の影獅を除いた場合
の労働時llllの変化(⑨－⑨,）

人
人
・

千
千

％
間
間
悶

悶
間
間
間

時
時
時

時
時
時
時

11370

960

８．４

42.7

33.6

43.5

1.019

1981

２１８３

2146

3７

１６４８

７
６
７
１
２

０
。
。
。
。

３
３
７
３
８

３
２
３

３
５
９

１
２
１

０
６
７

□
１
１

１

８９６１

５
４
９
２
４
６
０

８
６
．
．
．
．
Ｉ

６
１
２
９
５
９
０

５
３
２
３
．
１

０
９
２

７

８
５
４

１

６
７
７

１
１
１

８５０６

４
７
５
２
７
２
１
５
８

７
６
．
。
。
・
３

３
４
・
８

５
４
７
７
３
８
０
８
９
８

３
２
３
．
１
１
１

１

９
２
４
９
４
９
７

６
７
。
。
。
・
２

９
２
６
６
２
７
０

９
１

３
２
３
・

１
１

●

４
０
３

７
９
４
９

４
７
９
８

１
１
１

項目 単位

①全雇用者数

②マルチプルジョプホルダー数

③ﾏﾙﾁﾌﾟﾙｼﾞｮﾌﾟﾎﾙﾀｰ比率(②/①×100）
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1966,69,72,75,78,81,84年。1988年に向けて新しいサーヴェイ、マイクロフィッシュで詳

細。テープでも配布。ひとまずは、同一概念・方法による。

イ．対象事業所は、１０人以上の産業事業所、サーヴィス業の企業

ウ．対象労働者は、パートをふくむ。監督、作業長は除く

エ．労働時間概念について見れば、実労働時間概念にしぼっており、肉体労働者について

は、所定と時間外時間がふくまれる。日曜、休暇、夜間労働、職場での短時間休憩と業務

停止、をふくむ。さらに支払いの如何によらず欠勤をふくむ。病欠あるいは法定の特別休

暇、労働協約等による特別休暇による有給期間は除外(1975)…(1984）説明不明確？（ふ

くまれる）。

オ．サンプル規模等：西ドイツ-13,464/107,253-13%､(回答率:91%).フランス-16,898／

82,010-21%,(82%）イギリス-11,210/71,118二16%､(81%)．イタリア-41826-100％（100%）

以上によって、この比較の問題点ないし限界を指摘すれば、第一に、ＥＣ調査に依拠した

ことによって労働時間概念においては、実労働時間に統一されている。しかし、調査自体

がどれだけしっかり行なわれているかに関しては、筆者はさしあたり、検討手段を持って

いない。調査が事業所調査である点で、欠勤等をどれだけ把握しているか等の問題はあ

ろう。調査過程の実態を把握しつながらの吟味の他に、以上の統計の真実性は、週労働時

間、週休、休日、休暇数の側から、組合せ計算することによって、チェックできるのでは

ないかと考えているが、それは可能であろうか。今後の問題として残したい。第二に、対

象労働者に関しては、パート労働者をふくんでいること、事業所規模の違い、産業区分、

生産労働者概念の違い等の問題がある。パート労働者についていえば、その存在形態と大

きさ、彼らの労働時間の国別相違次第で、結果数に影響を与える。表７にある労働省のパ

ート労働者の影響を除去する方法について見れば、これは資料的制約があるのだが、週に

ついての、所定労働時間におけるパートと全労働者との比率を係数として、フルタイムの

年実労働時間を出そうとしている。この計算は、週であること、所定内であることによっ

て、フルタイムとパートの差を過小に示す効果を持つのではないかと思われる。この点は

各国のパート労働者の実態に依存する。パート労働者の増大傾向が、国際的にも認められ

る中、なお、パートの存在とその労働時間計算への影響を正確に捉える計算が追究される

必要がある。事業所規模については、ＥＣ調査では、１０人以上に統一されているが、合衆

国は全規模で調整がなく、日本は５人以上を調整に使用している。この点での若干のズレ

が見込まれる。しかし、規模問題では、事業所ではなく、企業においてとらえるべきが本

■
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来であるという点の指摘、およびこれによる追究がない。産業区分に関しては、後に紹介

する中尾氏が、指摘している。しかし、筆者は目下、この点の検討資料を待っていない。

第三に、労働省もふれているマルチ・ジョブ・ホルダーの問題がある．労働省は、これ

に関する資料が存在した合衆国について試算している。日本においては、マルチ・ジョブ

・ホルダーのウエイトは、未だ大きいとは見えないが、賃金が、生活欲求を十分にはカバ

ーしない場合、増大することも考えられる。この問題については、各国の実情の把握が望

まれる。目下は、資料が少ないという制約下にある。したがって、この影響について断定
‐ゴ

Iまできない．

第四に、この計算の狭い対象から離れるのであるが、製造雲年産労働者についての平均

が、製造雲生産労働者をどれだけ代表しているかという点で時間別労働者分布が必要にな

り、さらに、製造業生産労働者が、労働者全体をどれだけ代表しているのかという点で、

産業別分布・ウエイトが必要になる。

第五に、労働時間を生活や経済活動、さらに時間短縮等との関連で見るためには、もと

より年間総実労働時間という単一指標では不足である.このためには、所定内と所定外労

働時間の区分にはじまる総労働時間の内訳構成が必要である。ＥＣ調査したがって労働省

方式は、この点の表章を欠いている。

(3)松原武夫氏（関西経協・調査部主任)ｏＬ

ａ･氏は、労働省の推計値を示した上で、「しかしこの数値はあくまで総実労働時間であ

って、わが国の労働時間制度改定の論拠にするにはあまりにも問題が勢い・時間外労働の

実情や年次有給休暇の使用状況、欠勤や労働争議による労働損失日数など不就業の実態、

さらにパートタイマーやマルチプル・ジョブ・ホルダー（二つ以上の企業に勤務する者）

など短時間労働者の雇用率とその労働時間などは特に考慮を要するところである」とし

て、それら問題点に関して氏なりの補正計算を施して行く．それらの全体を示すのが、

表９である．これを参照しながら、氏の主張を示すと以下のとおりである．

第一に、所定外労働時間が長い．「わが国の時間外労働が景気変動の調整弁の役割を果

たしているものであって、アメリカのレイ．オフ制度のように雇用者数の増減によって調

整するわんいいかない事情による。周知の通り日本では終身雇用の慣行があるため雇用削

減が容易でなく、好況時でも将来の不況時に備えた人員を雇用しているのである」。この

所定外を除くと、「総実労働時間の格差ほど大きくない」．

第二に、年次有給休暇とその利用の差において、日本は、100～160時間少ない。「こ

Ｐ
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表９年間突労麺時間の国原比較（製造業生産労働者、1981年）

、

。

質料山所日本13労国司『何月助労威』Ｉ輿五｣（亭巫所uIjI5人｣２１上)他の囚はＥＣ“f周【いboID｢COG■1978J(Ｆ云所凹阻10人E【上）．ｌＬＯｒＢ凹IlOUno｢ubou「

執BljOucB〕及び各国ロ科

注Ｌ日本と虹外国との比位を可雄にするために．ＥＣ域内(イギリス．西ドイツ．フラツス》はＥＣ唾81回両側(19犯平)による耶因瓦万■時因を各因僻宝の労伍町

因の廟虹中で蛭艮歴Zrした．アノリカは労画ITm国府により文仏刀凹D3lH1を実万凸UqIIH厘憤瓦したもの．

ユガ四石の性ｌｒ方怯については．労働さ■ロゴsﾌﾟi■研究会jE行「労回漏印I（ｍ５ａ５)に拝しい、ばむ．その後H1縮7,z健ついて．次⑨とむDdF因辻寅ガロロキ因
のみ公型している（【労胸伐Ｊ１要Ｚｕｍ８ｌ)．

日本゛213680因。西ドイツＩ典2時問．フランス16707町面．イギリス１２四四因．アゴリカ．《丑51時間

以上、出所）松原武夫（1985）ｐ,5４

れはわが国が気候風土、四季の変化に恵まれており、休暇をまとめて取る緊急性に乏しい

こと、休暇やリクレーションのために計画的に消化するよりも、病気その他不測の事態に

陥った場合のため備蓄しておく国民性であることなどの事情による」生

第三に、欠勤率の差がある．

第四に、労働争議による労働損失日数の差も考慮する必要がある．

第五に、パートタイム労働者の割合と彼らの労働時間の長短が及ぼす影響を考慮に入れ

なければならない。

第六に、マルチプル・ジョブ・ホルダーは、各事業所それぞれで集計するから、労働時

間は当然短く表れる．

氏は、結論的に「フルタイム労働者の所定内労働時間は欧米主要国と比べて遜色がな

い．時間外労働も必ずしも恒常的なものではなく、終身雇用に由来するものであり、有給

休暇の取得率も多分に日本の気候風土によるところが大きい．年間総実労働時間の長短の

みでわが国の所定労働時間の短縮を云々するのは極めて危険であることは確かではなかろ

うか」という．なお、氏はこの他に、時間短縮は先進国との貿易摩擦を背景に展開されて
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いるが、「国民経済の中で重要な位置にある中小企業の経営実態と発展途上国との競合を

思う時、先進国との比較だけでは労働時間を国際比較したことにならない．．．、アジア

近隣諸国との比較にも目を向けられんことを関係当局に望みたい」としている。

ｂ・氏が問題とした六つの点は、（２）で紹介した労働省の方式が、既にとりあげていた問

題である。氏において独自なのは、第一に、これらの諸点についての解釈である。時間統

計の指標を検討する際に考慮すべきであろう。第二、氏はこれらを労働時間レヴェルに揃

えて、表のように一覧のものとしたのである。しかし、氏の表における数字の提示の仕方

は、意味がかなりあいまいなものになっている。いうまでもなく、日本の長時間労働は、

所定内労働時間の長さ、その長い所定時間のもとでの所定外労働時間の大きさ、年次有給

休暇において、付与日数の少なさと、さらにその少ない日数の下での消化率の低さがあい

まっての、少なさ、とがいわば三大要素となって、もたらされている。ここで、氏の一覧

表は、日本について、「大きな」所定内労働時間に「少ない」有給休暇時間を足し、他方

で、外国について、「小さな」所定内労働時間に「大きな」有給休暇時間をたしている。

このような足し算をおこなえば、合計数は接近する。この接近した数字について、日本と

外国の差をとり、「格差」として示すのである。日本とドイツとの差において例示するな

ら、所定内労働時間では、日本は340時間多く、有給休暇時間において（日本）６８時間対

（西ドイツ）２２８時間で、日本が160時間少ない、という格差があり、両格差をあわせる

と500時間になると表現されるものである。しかし、氏においては、接近した数字の差を

もって「格差」というために、１８０時間となっている。この180時間なる数字は、かくか

く計算した「格差」であるとの説明はできるが、実質的な内容としては、明確な意味を失

っていると考えられる。

(4)中尾和彦氏（電機労連政策調査部）’０）

中尾氏は一連の文献において、労働時間関係の統計表を、特に労働時間制度内容の比較

を中心に多く収集・提示するとともに、国際比較の方法について、広い角度からの検討

し、氏独自の推計作業も行なっている。氏の推計もＥＣのLa6Dranstから出発してい

る。氏は、日本の労働時間についてと、ＥＣの調査がない中間２年間について独自の推計値

を与えるとともに、他のＥＣ諸国の統計をも示している。氏の最近の比較表は、表10であ

る。

まず、氏においての、国際比較に関する方法的検討について見ると、労働省推計等でと

りあげられた点と同時に次の点を指摘している。すなわち、調査対象産業の同一性一全産

Ｐ
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表１０１２カ国製造業生産労働者の年間実労働時間の推移(1975～1986）
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アメリカ０.HandbookofLaborStatisti四,０１９７８，１９８０．．．Ｍon上hlyIaborRev淀ｗ,oJuuucl984；ＡｎｃｗＢＩＳＳｕ｢veymcasur
Qhe■上ｉｏｏｆｈｏｕｒｓｗｏｒｋｅｄｔｏｈｏｍ。ｐaid，

ＩＬＯｏｏＹｅａｒｂｏｏｋｏ【I1bourStati3Itics0D各年及びOoBulにtｉｎｏfubourSmkigticspo名ＩＦ

曰本労勧省「毎月Hb労銃Ｊ１･」（親、0人以上及び５人』ﾕ上叶)．労働省推計位は『労働銃２１狸冗』ｔh･
注：①ゴチブクはＥＣ抗叶局Zn'五の数in【･日本の30人E【上規梗は毎月動労縢叶の数値．それ以外は全て撤宝笹一

②ＥＣば申粟規模10人以上ｏアメリカ・ニウLニーデソ・ノルウェーは全規模．但し1978年以降のスウェーデソは労助力風査データを修正．
ノルウューは労武力瓜査．、

以上、出所）中尾和彦(l988blp､２３

業というときの産業の範囲、製造業の範囲一、各種不就業の影響として、病気休暇、出産

・育児休暇その他特別休暇、兵役の取り扱い（休暇扱い、休職扱い、レイオフ扱い）、休

惠時間・移動時間の扱い、に留意すべきことである．

氏は、さらに年間実労働時間の比較表の計算について次の方法を新たに提起している．

第一に、日本について計算する際に、ＩＬＯ統計では規模３０人以上となっている点の

調整がある．氏は、労働省の方式に対して次式を示している．

（30人以上生産労働者実労働時間ｘ３０人以ｔ生産螢働者）－①

（５～29人労働者計実労働時間ｘ３０～99人生産の管理事務に対する実労働時間の割合）

－②

（５～29人労働者数ｘ３０～99人生産労働者の管理事務労働者数に対する割合）－③

［（①＋②＋③）／（30人以上生産労働者数十５～29人推計生産労働者数）］ｘｌ２

第二に、ＥＣの調査の中間年と、次の調査結果がでるまでの２年間についての推計方式と

－３３－



変１１裂逝乗,ｉｔ案別年111ｌｘ労師時1111の匝I際比校

０

碕科：日本労lHITi「征月助労暁叶」煙U１３０人以上:ｆ

ＥＣＥＵＲＯＳＴＡＴｐＬａｂｏｕｒＣｏ８８ｓ■１９７８，．１９８１，１９８４

原注：ＥＣ誘科の序文にある､目査巾項の定狐

のＵＶ菜所や企業に雇用されている,４－トクイマーを含んでいる。

②肉体労働者（ｍａｎｕｓｌｕ'ｏｒｋ･ｒ３）＝生産労働者は．月給労働者であってもこれを含丞

③労関時間にhﾋﾉﾜf定時間と所定外労働の曙叶を含tfoすなわち日I日日・況日及び夜間の労働を含

ている（休日．休暇、祝祭日・病欠・食JIT休題移動時間、特Blj有給01ｺ（２）。

注：①ＥＣの産業分額（ＮＡＣＥ）は日本擦姻産案分頂と異なるので、日本との比校を行なうため＿

務撞」に含まれろ。

．②日本は３０人以上ＨＷｍＦ菜所の生産労働者、ＥＣ各国I土１０人以上規模BIF築所の生産労働者。

③日本は月平均緯実労働時間ｘｌ２。

して次を示す．

これは、調査年の年間実労働時間からわりだした週あたり時間と、毎年公表されている

週労働時間の比をとり、調査年の間でのこの比の差を算出し、これを３分して中間年に配

分して中間年の比とし、この比から逆に年間時間をだすのである．

一方、最近の調査年以降については、労働時間の変化が要因ごとにどう週労働時間に反

映するかを検討して処理する。すなわち、所定労働時間、所定外労働時間は公式統計に反

映するとみる．祝祭日は完全就業週の時間には反映しないが、実例が少ないので無視し、

有給不就業も支払い労働時間統計に反映しないが、且的に少ないとみて無視、年休日数の

子
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(生産労働者）：ＥＣ枕コトによる

了…－－トレ｡|ﾉｻﾚｗソト

」

宅」

Ｉ圓叩l966I7o4ln…’１，５５

ブォアマン（班長）やスー'《パイトザー（監督者）I土時脚給又l土日姶老であっても本暁:fには含まれない。

み、短時間の休廼と作業場所における労働停止時間も含んでいる。有姶又は鰭姶の不碗莱時間は除かれ

釘産菜を恩みかえ、加匹ｴF均して労働時間を汀出した部分がある（・印）。ＥＣ銃ｌｆでI土疋冗風は「率

以上、出所）中尾和彦（1988a)，ｐ､８～９

帝

増加は影響が大きいので、考慮に入れる、

第三に、氏は幾つかの比較表において、

という処置である．

第三に、氏は震つかの比較表において、方法的反省において自らが指摘した産業分類を

調整したうえでの比較数を提示している．但し、「－部産業を組みかえ、加重平均して。

・算出した」とされており具体的計算処置はわからない．この計算例として、内容的にも

意味のある表なので、製造業産業別年間実労働時間の比較表を、表11として引用しておこ

う．

第四に、氏は、アジア等途上国をふくめた労働時間法制に関する詳細な比較表を幾つも

作成・提供している。
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第五に、氏は、以上の労働時間に加えて通勤時間が日本では特に長く、この両者が合わ

さって、生活時間ないし自由時間が圧迫されていることに関しての比較表を提供してい

る。また電機労連は、自由時間の長さとの関連での余暇や意識に関する10カ国労働者調査

を行なっていることも付け加えておこう。

(5)藤本武氏

藤本氏は、我々がさしあたり焦点としている、年間実労働時間という単一の指標に絞っ

た比較表算出の方法について、論評はしていない。藤本氏の貢献は、特に、労働時間問題

についての外国文献や統計資料に通暁しており、労働時間にかんする多様な指標、統計表

を収集・引用して、提供していることである。これは、藤本氏が特に労働時間に関する実

態を把握し、これをわが国において広く知らしめるという作業に、戦後早くから従事して

きた唯一の人物であることにもよる。氏においては各国ごとに、労働時間関連統計表が紹

介されるのが主になっている。これら各国表から各指標について統計を抜粋すれば、比較

表が出来上がることになる。しかし、われわれの関心は、比較表そのものを各論者がどう

提供したかにあるので、関連指標に関する氏の表は後に紹介することにする。

ニレ

4．法的規定、休日等の比較

その他関連指標における比較において、示された主な表を、順次とりあげておこう。

(1)法制度

法的に、所定労働時間、所定外労働時間の規制、週労働時間等の上限、年次有給休暇の

連続日数規定、合計日数の下限がどう規定されているのか、の比較である。

①所定労働時間。週の所定労働時間については、中尾氏(1984,1985）がILOのＣｂｎｄｊｔｊｍ

ｓｏｆｌｉｂｌ９Ａを主たる資料として、自らの補足を加えて、１４５カ国の国際比較表を作成して

いるのが詳細なものである．これは、1984～1985年を対象としている。その後、藤本氏（

1987）が、ヨーロッパ17カ国の法定・協約週・－日所定労働時間をEtzmpBa｣7DmjsZrjaノ

バWatim化UEiejv誌の1987年３月号によって紹介している。

②所定外労働時間の規制については、同じく中尾氏(1984,1985）が、エ業諸国と途上国の

各々について、週の所定外規制の比較表を作成している。氏は同じく、時間外の賃金の割

増率を、エ業諸国と途上国について、比較表を作成している。

③年次有給休暇の最低基本日数について、同じく中尾氏(1984,1985）が、国際比較表を提

や

－３６－



供している．

しかし、これら①~③はいずれも、ＩＬＯの臨時的資

料に依拠しているので、各国の法の改定とともに、比

較表を更新しうる逐次的資料が必要になる．

(2)週休以外の休日

①労働省基準局の推計結果は、表12のとおりで、その

推計方法ないし依拠資料は以下のとおり．

日本については、［賃金労働時間制度総合調査によ

表１２週休日以外の休日

原則として製造業、1981年
る規模30人以上企業週休日以外の休日数(18.1日）］ｘ

出所）労働省労働基準局（1984)､ｐ､２０
■

［就業構造基本調査による規模30人以上企業の労働者

割合(0.818）］＋［小規模企業労働条件実謹調査による10～29人企業週休日以外の休日数

(17.3日）］ｘ［就業構造基本調査による規模10～29人企業の労働者割合(0.182）］

フランス、イギリスについて、此nqpeanmdhstz9j2j化jatjm化uEibH'No.102に依拠

したｒレファレンス』1981年10月による．

西ドイツについては、連邦雇用庁労働市場職業研究所による推計

アメリカについては、国際開発センターの報告書に依拠

②以上のように、この推計は、逐次公表の資料に依拠してのものではなく、一時的なもの

になっている．経常的方法が必要である．

(3)各国の祝日

労働省が､-レファレンスほかの資料によって表13のようにまとめている．各国の祝日は

そう頻繁に変化するわけではないので、ひとまず、この資料に依拠して良いと考えるが、

随時チェックしていくことが必要である．

(4)年次有給休暇

①労働省労働基準局の計算が、表ｕのようにあり、その作成手続きは以下のとおり．

日本については、［賃金労働時間制度総合調査による規模30人以ト企糞年次有給休暇取得

日数(9.2日）］ｘ［就業構造基本調査による規模30人以上企業の労働者割合(0.818）］＋

［小規模企業労働条件実態調査による規模10～28人企業年次有給休暇取得日数(7.0日)］ｘ

［就業構造基本調査による規模10～29人企業の労働者割合(0.182）］

西ドイツについては、BtmdbsarbeIzsRjattによる労働協約上の最低限の付与日数

フランスについては、労働法典によって、法定最低限付与日数である．

－３７－

国 週休日以外の休日

日本

西ドイツ

フランス

イギリス

アメリカ

ｕ

０
１
０
０
１

●
●
●
●
●

８
１
０
８
９

１
１
１



表１３各国の祝日

手一

麦将出所：日本冗拐限興会「j､商弘報』（1980年12月26．幻日号）

国立国会図轡鉱「レファレンス」1982年10月(出典｢EuropeanlndusUalReIalio“Review｣No.102）
花見趣他「211外国におlﾅろ労働時１１１１通鋼．辺休２日制にl】Qする研究」（1977年）

出所）労働省労働基準局（1984)､ｐ､２１

伊

イギリスについては、肱p/のりz已口と砲zGtteによって年次有給休暇付与週数別労働者分布か

ら加重平均して推計．

アメリカについては、Ab7dbooAoFZa6of･８世atjSt土ｓによって、年次有給休暇付与週数

別労働者分布から加重平均して推計．

欧米について、年次有給休暇は完全に消化されているものとした．

②有給休暇の実際は、法定以外に労働協約によって定められる．この点については、藤本

氏がブライトンに依拠して、表15を紹介している．

－３８－

日本 西ドイツ フランス イギリス アメリカ

祝
日
の
麺
瓢

１．１元 且

１．１５成人の日

２．１１建国記念日

春分日春分の日

４．２９天皇踵生日

５．５謹法記念日

５．３子供の日

９．１５敬老の日

秋分日秋分の日

10.10体育の日

11.3文化の日

11.23効労感:Mの日

１．１Ｗ「平

４．１７塁金UMB

４．２０
イースター
マンデイ

５．１メーデー

５．２８キリスト丼天茶

６．８聖遜降殴祭

６．１７
ドイツ鱗一
祈念日

11.18斉戒日

12.25クリスマス

12.26クリスマス

１．１新年

４．２０
イースター
マンデイ

５．１メーデー

５．２８キリスト昇天祭

６．８聖盆降鰹祭

７．１４革命記念日

８．１５聖母昇天祭

１１．１万聖節

11.11

12.24

第１次大城
ｲﾈこ瓢日

クリスマス
イブ(半休）

12.25クリスマス

１．１新平

４．１７聖金咄日

４．２０
イースター
マンテイ

５．４５月祭

５．２５

８．３１

スプリング

ホ･リデイ

鵠ｲＩｆ亭ｦ７
12.25クリスマス

12.28ポクシングデイ

１．１新平

２．１６
ワシントン
壁生日

(5.256m役者:珍日）

７．４独立記念日

９．７労働感:Mの日

(10.12大随親麗全日）

(11.11ｔ２３軍人３６｣2日）

11.26感謝祭

12.25クリスマス

価
考

祝日を休日とする
一般的法規定はな

いが、金融機関及
ぴ公務風について

は、祝日を休日と
するよう定めらｊＬ
ている。

この他、州によ'）

祝日が定められて
いる．祝日は、誉
業令の規定によ'）

一部の例外を除“

て労１，１が嬢止さｵし

ている．

メーデーは全労働

者の休日．その他
は婦人及び18オ未

iMiの労働者及び公

務員については休

日とするよう定め
らｵしておI)、他の
労働者は、労働協

約等によ')休日と
されている。

この他各地方によ

り祝日が定めらｵＬ

ている．聖金0K日
及びクリスマスは

全労働者、その他
は婦人、年少者、
銀行、一部の商業
労働者及び公務叉
についてのみ休日

とするよう法定さ
fしておI)、他は労
働協約等により与

えられている．

祝日は各州により
異なI)平均で11.3

日である．無印は

全州で祝日となる

日であI)､（）は
ほとんどの州で祝

日となる日である。
公務員は祝日を休・
日とするよう定め
られている．



表１４年次有給休暇

(瓜Ⅲlとして製造業，1981年）

表１５各国の年次有給休暇(1983～84年）

刀

出所）労働省労働基準局(1984)、

ｐ､２２

（出所）ヨーロッパはRBbdo狐α、露
酎１６%”ｵ市Ｒｇ７７流＆'985.ｐ､８Ｌた
形1.他は五木力萌Ｉ完

以上、出所）藤本武(1987)､ｐ､１２１

表１６欠勤（製造業、アメリカはサー

ヴィス部門を含む、1981年）

(5)欠勤率

労働省が、これについて作成しており、

表16のとおりである。さらに、これを補足

する表17を谷口氏から引用しよう．労働省

の計算方法は以下のとおりである．

日本については、賃金労働時間制度幾合

調査における欠勤率＝（年間欠勤数）／（

年間所定労働日数）を利用する．すなわち、

年間欠勤時間＝一日所定労働時間ｘ年

間所定労働日数［（365日一年間休日数78.

欠釛Dlilul 欠勃率(参が）

●

出所）労働省労働基準局(1984)､p､2２

間所定労働日数［（365日一年間休日数78.6日）＋週休日以外の休日日数18.0日］ｘ欠勤

率／100＝0.2O

ここでの一日所定労働時間と年間休日日数についても算出手続きが示されている．

欧米諸国については、ケルン経済研究所Fehlzeitenに示された欠勤率を使用する。

西ドイツについては、年間欠勤時間＝年間所定労働時間数Ｘ欠勤率

－３９－

国
年次打.総休暇

収１↓；日(週）

日本

西ドイツ

フランス

イギリス

アメリカ

日
日
迎
週
週

８
５

２
１

●
■

●
●

８
８
５
４
４

２

国 欠勤時'8１ 欠勃率(参考）

日本

西ドイツ

フランス

､アメリカ

而
川

時

３
４
２
０

●
●

●
●

１
４
４
６

４
６
５
６

１
１

／
Ｃ

Ｏ
〃

０
２
６
３

●
●

●
●

２
８
７
３



表１７欠勤卒の国際比較 (iltに：％）

質料山)折四ドイツケルン鍾済研究所
（注）Ｉ週末の労１１伽1i間（±たｉｆ所定内労働時1821)に対し，欠勤により矢』つ血たIlJilM】の制

合（年次IIJI且．祝妬日停を断<)．
２日木は労働省「労働風曳調正報告」（､l造窺による．
oイタリアとスウェーデンは全国工菜．

以上、出所）谷口隆志(1986)､ｐ､１１０

■

２

年間所定労働時間数＝［週所定労働時間数４０．１ｘ５２＋週休日以外の休日数(11.1日

）ｘ－日所定労働時間数(8.0）］ｘ欠勤率

フランス、アメリカについても同じ計算を行なっている．

(6)ストライキによる損失日数

ストライキによる損失日数については、一般に労働争議統計で与えられており、藤本氏

が多く統計表を作成している．しかし、－人あたりに換算して、損失労働時間を算出する

にはいたっていないようである．

(7)その他統計表

労働時間に関連する国際比較表、あるいは各国表として、サーヴェイの過程で、注目さ

れたその他の統計表について、簡単にふれておこう．

永山氏が、ウェーバーからの引用によって、西ドイツの年間労働時間とその構成につい

ての表を紹介している．これは労働時間の構成を検討する際の一つの参考になるⅡＬ

既に若干ふれたが、中尾氏が、日英の性別・年令別労働時間比較表幾つかの詳細表を用

意した１２）．

各国それぞれの労働時間別労働者分布表等については、藤本氏、中尾氏さらに『世界労

働白書』等が紹介・提示している。

グ

－４０－

欠、、理山
西IFイツ

1971年
フランス

１，７６年
オランダ

1179年
イタリア

１，８１年

入0ン

ヂン

ユー

1978年

アｊｄリカ

197弾Ｐ

,Ｉ父

山座

災害・ZlF故

その他の理由に
よるもの

鍍断火１０１１

７
３
３
３
ｌ

●
●
■
●
■

６
０
０
０
０

１
４
Ｂ

Ｓ
Ｄ
●
●

●

６
０
０

１

’1０．０

‘２．０

３
２
７

７
●
●
Ｃ

Ｄ

６
１
０

１

’１０．７

，３．１

，２．２

1．２

３
１

０
●
●

０

０
０

１
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ｍ労働時間の国際比較一到達点と課題

おわりに、以上ふりかえった限りの労働時間関係指標の国際関比較について、到達点と

今後の検討課題をまとめておこう。

１．労働時間比較

（１）週労働時間比較

(i）週労働時間の国際比較に関しては、完全就業週における実労働時間の把握が目指され

ている。ここでは、まず完全就業週、実労働時間について把握することの意義が必ずしも

明確にされていない。

日、週、月、年把握の意味

(ii)この比較は、ＩＬＯの年報、月報が各国を網羅的にとりあげていることで、比較表作

成に近道であるというところからきたのであろう。

まず、労働統計要覧や労働統計年報等に無調整のままかかげられている比較表は、誤解

を与えるものである。

各国の統計作成にＩＬＯがどれだけ影響を与えうるか、あるいは各国の事情という問題

があるが、同一概念による調査の実施を働きかけること、あるいは、ＩＬＯ自体が、一定

の調整を加えることがあるべきである。現在の年報等の統計は、各国から報告された統計

を列挙しているだけで、比較表の実を持っていない。

このＩＬＯ表は各国を網羅している点では、唯一のものであり、この統計の有効利用は

考えられるべきである。しかし、既に指摘した通り、週においてとらえることの限界があ

Ｐ

る。

(iii）そして、これまでの経過をみると各国の労働時間概念の違いを克服しての比較一覧

表作成の方式は樹立されていない。

(iv)さらに、この平均的な比較表が、どれだけ各国の労働時間の実情を代表しているのか

が問題とされなければならない。比較表は、製造業・生産労働者についてのものである。

しかし、各国における製造業のウエイトと、生産労働者のウエイト、とそれぞれにおける

労働時間分布の状況次第では、各国労働者の労働時間の代表と見ることはできない。そこ

で、労働時間の分布が、全産業間、製造業、生産労働者のウエイトとともに分布状況をチ

ェックしておくことが必要である。

全体的分布について、法的規定と協約規定の実情が大きな目安になり、実労働時間把握

凸

－４１－



が障害を持つ場合に、意味を持つが、労働時間の現実ではない。

これまでも、先進国については、労働時間の分布が与えられている。これら分布状況を

何らかの簡潔な数的測度にして、平均比較表の添えることがエ夫されてよい｡

(v）今後の課題としては、第一に、週労働時間について、完全就業労働週、年総労働時間

と52週を媒介した週平均労働時間、各国標準モデル、をその意味づけを明確にしながら作

成すること、

第二に、このうち、完全就業週実労働時間比較表の作成についていえば、週平均労働時

間は、年間実労働時間が正確に作成できれば、５２で除して作成できる。

第三に、上で指摘したように、平均比較表の代表性を示す数的尺度を与えることがエ夫

されて良い。

第四に、ＩＬＯの年報等の改善、国際基準の改定を求めることも必要となる。

甲些

孔

（２）年間実労働時間

(i）ここでも、週労働時間の場合と同じ点が問題とされる。まず年間労働時間をとりあげ

る意味と限界である．この点についても必ずしも論議はされていない．

生涯労働時間の問題を捨象し、長期勤続有給休暇、産前・産後、育児休暇等を無視する

とすれば、年は、労働時間にかかわる法や制度一祝祭日、年次有給休暇等が包括される一

つのサイクルである。賃金・給与等との関係で労働時間を分析するうえでも、日本におい

ては臨時給与をふくむ年収が－つの尺度であり、この点からも年は、時間測定の実質的単

位である。既に述べたように、月や週を単位とするときに、どの月や週をとりあげるかが

問題化するという点でも、年間労働時間は有力な尺度である。もちろん、労働者の生活

は、一日、週さらには月を単位として営まれているのであって、年間の総労働時間の短か

さが、即、労働時間短縮の指標であるわけでない。

したがって、年労働時間は、指標としては第一に有力であるが、限界を持つのであり、

年労働時間は、所定内・外、週や一日の労働時間や各種の休暇・休日構成と関連づけて与

えられることによって、説明力を発揮するものだ、といえる。

(ii)年間労働時間についても、実労働時間、所定内・外労働時間等各種ありうるが、実際

の労働を反映するものとして、実労働時間が包括的である。

この年間実労働時間に関しては、ＥＣが、ＥＣ諸国についての調査を３年ごとに実施する

に及んで、先進国間の労働時間比較の主資料となり、日本でも労働省他が使用してきてい

が

－４２－



る。ここで、比較表作成の方式における問題点は、ＥＣ調査にふくまれていない日本と合衆

国をどう関連づけるか、調査の無い中間年と最近の調査後２年間についてどう推定する

か、さらに、産業分類の違い、パートの影響、マルチプル・ジョブ・ホルダーの存在につ

いての処理等の問題がある。

日本での比較においては、労働省基準部の方式が、一定の調整をふくめたものであり、

さらに中尾氏が、労働省方式の一定部分を改善した方法を提起した。

(iii）これら方式をふくめて、さらにチェックすべき点、残されている問題は、次のよう

になろう。

第一に、ＥＣ統計を基礎資料とした比較は、これまでのところ、ヨーロッパと日本、合衆

国にとどまっている。途上国をふくめた広い諸国の比較へと広げなければならない。

しかしここでは、推定のための便宜的な有力資料は、ＩＬＯの週労働時間統計である。し

かし、週から年への拡大は機械的に行なえないという困難を持つ。

第二に、労働省―中尾方式について見れば、中間年と最近調査年以降の推定方式の改

善、両者が既に行なっている、パートタイマー、マルチプル・ジョブ・ホルダーの影響の

除去、中尾氏が行なっている産業分類上の統一、見送られている問題として、規模別にい

て、調整操作が行なわれているがなお残る不統一、欠勤、争議による損失の影響度合い算

定の恒常的的方式の提起、今後に残されている。

(iv)製造業・生産労働者について、平均の統計で代表させる点について、週労働時間につ

いて(iv)で指摘したと同じことが、年間労働時間についても言える。

(v）いずれの場合でも、ＥＣのLaborCostSurveyの実態、さらに各国の労働時間関係統計

作成＝調査の実態にそくして、原資料の真実性を検討するという点までの立ち入ってはい

ない。これは同時にILOの労働時間統計を、報告元にもどって吟味することである。根本

的な作業として、これも避けるわけには行かない。ここからは、ＩＬＯの労働時間統計の基

準や報告書の改革案を提起する、といったことも出てくるであろう。

‐夕

■

、

、

２法制・休日等

労働時間問題の構造を把握するためには、時間総計の比較のみでなく、法制や休日の状

況が把握されるべきことは、いうまでもない。

労働時間法制については、問題の性質上、法制の変化を逐次的に国際比較表として用意

している国際文献があるわけでなく、したがって、折々の文献からの引用によって、比較

－４３－



表が提供されている。ＣｂﾉﾌﾞditionsofWbIﾐﾙ〃J臼sAZimqpeaJ7mdhstIQjaJ化jatjm化一

Ｖｉｅ厚誌などが、資料源泉になっている。刻々の変化を、途上国の状況ふくめて伝える手

だてが、追究されるべきである。

週休以外の休日、年次有給休暇についても諸文献からの合成によっている。欠勤率、ス

トライキによる損失についての統計と、労働時間への換算も弱い。欠勤、ストライキによ

る労働時間減少のないことが、日本の特殊性であるという論がしばしば登場するので、こ

れらは、さらに追究されるべきである。

二

３主要統計資料

最後になるが、週労働時間の比較であれ、年実労働時間の比較であれ、ともに国際的な

統計資料に主として依拠している。これらの資料を、各国の個別原資料との対比で本格的

に検討するのが、われわれの次の課題の一つである。ここでは、今後の検討に向けて、国

巳

際機関や主要先進国の資料を掲げておく’3）。

固塵遥関

ＵＮＳＺａｔなtiCalH貝aImOAr

jMa"thLyβﾋﾉ〃eziﾉmfStatjStjbs

llDHaarbooAofLa6ourStatjStjcs

βｾﾉ〃ｅｔｍｏｆムa6oFStatjStics

OECD随mEbon”jCDndiGatol弓ｓ

ＥＣＬａ比”Cbszsmmdhstry

La助urCbstsmd店tロムUtjon,ﾑanAmg>msz1m｣７cB
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